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《21 世紀日本の復活に向けた 21 の国家戦略プロジェクト》 

成長を支えるプラット・フォーム 

Ⅵ．雇用・人材分野における国家戦略プロジェクト 

 

20．新しい公共 

「新しい公共」が目指すのは、一人ひとりに居場所と出番があり、人に役立

つ幸せを大切にする社会である。そこでは、国民の多様なニーズにきめ細かく

応えるサービスを、市民、企業、NPO 等がムダのない形で提供することで、活

発な経済活動が展開され、その果実が社会や生活に還元される。「新しい公共」

を通じて、このような新しい成長を可能にする。政府は、大胆な制度改革や仕

組みの見直し等を通じ、これまで官が独占してきた領域を「公(おおやけ)」に

開く。このため、「「新しい公共」円卓会議」や「社会的責任に関する円卓会議」

の提案等を踏まえ、市民公益税制の具体的制度設計や NPO 等を支える小規模

金融制度の見直し等、国民が支える公共の構築に向けた取組を着実に実施・推

進する。また、新しい成長及び幸福度について調査研究を推進する。 

官が独占していた領域を「公」に開き、ともに支え合う仕組みを構築 

することを通じ、「新しい公共」への国民参加割合を 26％（「平成 21 年度 

国民生活選好度調査」による）から約５割に拡大する。 

 

 

第４章 新しい成長と政策実現の確保 

新しい成長 
（略） 

 世界各国が、世界同時不況を一つの契機に、より公正で持続可能な資本主義

と成長の在り方についての本質的な検討を深めている。日本政府としては、幸

福度に直結する、経済・環境・社会が相互に高め合う、世界の範となる次世代

の社会システムを構築し、それを深め、検証し、発信すべく、各国政府および

国際機関と連携して、新しい成長および幸福度（well-being)について調査研究

を推進し、関連指標の統計の整備と充実を図る。このことにより、新しい成長、

新しい環境政策、新しい公共を、一体的に推進するための基盤を構築する。 

資料４



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅵ 雇用・人材戦略 ～「新しい公共」－支えあいと活気のある社会の構築～ ②

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

（２）ＮＰＯ等を支える小規模金融制度の見直し等
国民の自発的な寄附の流れ
をＧＤＰ比５～10倍増

個人寄附
約１千億円（2009年） （注）
（ＧＤＰ比 0.02％）

→6.5千億円～１兆３千億円
（ＧＤＰ比0.1％～ＧＤＰ比0.2％）

（注）家計調査の1世帯あたりの年間
寄附金額に世帯数を乗じて推計。

（１）「新しい公共」円卓会議の提案への政府の対応を踏まえ、平成23年度税制改正における実現に向け、
税額控除の割合や対象法人、実施時期に関する検討など、具体的な制度設計を推進

２．資金の流れを変え、国民が支える公共を構築

有識者からなる研究会を立上げ、幸福
度について調査研究を推進

３．社会・環境分野の課題解決と経済成長を一体的に推進し、国民の不幸を最小化

幸福感の低い人の割合を減らす

幸福感 平均6.5点（注）を引き上げ
る

（注）現在どの程度幸せか、０点（とて
も不幸）から10点（とても幸せ）で質問
（平成21年度国民生活選好度調査）

（３）ＮＰＯ等の新しい公共の担い手を、企業による社会的取組と連携し、資金供給や活動基盤の面から一体的に支援

具体的に制度設計し、平成23年度税制改正において実現

（２）社会進歩を測定する指標づくりに関し、各国政府及び国際機関と連携し、新しい成長及び幸福度について調査研究を推進
幸福感・満足感を引き上げる観点から社会的課題を解決

（４）地域コミュニティのソーシャルキャピタルを高める先進的な活動の促進・支援等

支援内容の制度設計・具体化

・ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ事業者への金融支援促進
・地域金融を活用したﾌｧﾝﾄﾞを通じた、「地域の
志ある投資」の促進を年内を目途に検討 等

・ＮＰＯﾊﾞﾝｸに対する総量規制及び指定信用
情報機関の使用・情報提供義務等の適用
除外の措置

・一定の要件を満たす貸付事業を行う地域生協
について県域規制を緩和

・日本政策金融公庫によるＮＰＯ等向け融資の
普及を図る

・自殺に対する対策強化、生活保護受給者や若年無業者の自立支援、ひきこもりの社会参加支援
・高齢単身世帯の見守り・地域生活支援 ・刑務所出所者等の社会復帰支援 ・「食」を軸とした地域コミュニティの再生
・全世代にわたるボランティア機会の拡大
・子ども・子育て施策の現金給付と現物給付の組み合わせ等を含め、市町村の裁量で一体的な提供する仕組みの検討

（１）政府だけでは解決できない社会的諸課題に対して、様々な主体が参画し、協働して国民のニーズにきめ細かに
対応することで解決

政策効果と関連指標の関係等を検証
しつつ、関連指標の統計の整備と充実
を図る


